
＊消費生活相談
＊個人情報相談

消費者

相談・問い合わせ 相談・問い合わせ

・各種情報提供
・自主交渉の助言
・あっせん処理

相談内容に応じて、専門チームが相談対応
●金融・保険チーム
●情報通信チーム
●特商法関連チーム

休日相談経由相談平日バックアップ相談

あっせん処理（含 事業者交渉等）・紛争解決

消費者からの相談や問い合わせ、消費生活センターからの相談受付、消費者トラブルメール箱等を通じて得られた各種情報は以下の目的に活用
・消費者被害の未然防止、拡大防止
・普及啓発、情報提供用の各種資料の作成
・相談マニュアルの作成、改訂

高度専門相談
・法律相談
・住宅相談
・自動車相談
・決済相談等

相談解決
のためのテスト
（商品テスト部）

国民生活センターホームページ
「消費者トラブルメール箱」入力画面に

消費生活に関する情報提供

公表（記者説明会・ホームページ等） 情報提供 要望、情報提供

各地消費生活センター等消費者 事業者団体関係省庁 事業者

消費者ホットライン188（いやや！）

消費生活センターでは
解決困難な相談平日：通話中 土日祝日：窓口休み

各地消費生活センター等

国民生活センター
地方支援事業

窓口を開設して
いない各地消費
生活センターを補完

あっせん
助言、

情報提供等

情報分析、
追跡・確認調査

移送共同処理助言

インターネット

お昼の消費
生活相談

助言、
情報提供等

あっせん

平日11：00～13：00

送信された情報を
業務参考資料として活用
・相談情報部
・商品テスト部
・消費者庁（重大事故等）他

PIO-NET
情報の活用
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消費者

２．相談について 平成27年度の国民生活センターにおける
相談事業概要
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